
蜑応募・問い合わせ
市役所　蕕24－2111
・教育センター ……………内線431
・教育委員会学校教育課 ……内線416

眥 16・4・1 第 976 号

平成16年度の学校教育
ボランティアを募集します
教育委員会では、今年度も学校教育ボランティア活動に

参加いただける人を募集します。

各幼稚園や小学校、中学校では、下のような活動に応援

をいただける人を求めています。

このような学校教育ボランティア活動に興味のある人

や、応援してくださる人は、教育センターまたは教育委員

会にお問い合わせください。各幼稚園や小学校、中学校が

希望しているボランティア活動の内容など、詳しい資料を

お送りします。

ボランティアの活動内容

●ゲストティーチャーとして
昔の遊び、習字、コンピューター、国際交流、稲
作など

●アシスタント（補助）として
幼稚園・小学校の校外学習時の引率、小学校の各
学年の教育活動、障害を持つ児童・生徒の指導、
栽培植物の世話など

●そのほか
校地内の樹木などの手入れ、小学校・中学校の図
書館の本の整理や整備、土・日曜日に図書館を利
用する小・中学生の専属図書館アドバイザーなど

みなさんのみなさんの
 協力で協力で
学校教育が学校教育が
    充実します充実します

みなさんの
 協力で
学校教育が
  充実します

教育ボランティアの協力による「親子PTA行事（リース作り）」

学 校 教 育 ボ ラ ン テ ィ ア 募 集

もっと
 もっと

参加するときに
ご了承いただきたいこと
・学校教育ボランティアはその性格上、無報酬の務めにな

ります。

・学校教育ボランティアに参加しているときに、事故に遭

った場合に備え、教育委員会で保険加入をしています。

・教育の場ですので、さまざまな児童・生徒が学んでいます。

子どものプライバシーに関わる情報は、教師と同様に守

秘義務がありますので、ご協力をお願いします。

現在308名が登録
活動の成果が上がっています
皆さんの善意の力でスタートした学校教育ボランティア

活動も、豊かな学校教育に向け一歩ずつ成果が上がってい

ます。

ボランティアには2月末で308名が登録し、各幼稚園や小

学校、中学校のさまざまな教育活動の場で活躍しています。

今年度も、昨年に引き続き多くの皆さんの力をお寄せくだ

さい。

“鉄”人のココロをくすぐります

「鉄道のまちにいつ」の歴史を語ります

新津市鉄道資料館
■と こ ろ 新潟県新津市東町2－5－6 新津地域学園内

■開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入場は午後4時まで）

■休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）および年末年始

■問い合わせ 蕕0250－24
シ

－57
ゴナナ
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第
1
号
被
保
険
者
に
は
、
毎
年
4
月
に
仮

算
定
に
伴
う
通
知
書
を
、
7
月
に
本
算
定
に

伴
う
通
知
書
を
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
場
合
は
4
〜
9
月
ま
で
の
保

険
料
が
、
普
通
徴
収
の
場
合
は
4
月
〜
6
月

の
保
険
料
が
仮
算
定
し
て
あ
り
ま
す
。

＊介護保険の保険料・保険給付についてのお問い合わせは…
保険年金課 保険給付係（市役所1階滷番窓口、内線137・138）

通帳

印鑑

年額保険料

20,400円

30,600円

40,800円

51,000円

61,200円

段階

1

2

3

4

5

4,000円

6,000円

7,900円

9,800円

11,800円

4,000円

6,000円

7,900円

9,800円

11,800円

4,000円

6,000円

7,900円

9,800円

11,800円

2,800円

4,200円

5,700円

7,200円

8,600円

2,800円

4,200円

5,700円

7,200円

8,600円

2,800円

4,200円

5,700円

7,200円

8,600円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年額保険料

20,400円

30,600円

40,800円

51,000円

61,200円

段階

1

2

3

4

5

1,700円／月

2,500円／月

3,400円／月

4,200円／月

5,100円／月

4月～6月

5,100円

4,800円

3,400円

3,100円

1,700円

7月

1,700円／月

2,500円／月

3,400円／月

4,200円／月

5,100円／月

8月～平成17年3月

●普通徴収（口座振替または納付書）の場合

●特別徴収（年金からの天引き）の場合　※偶数月に2カ月分ずつ引き落とし

■第1号被保険者の平成16年度の介護保険料納付額
平
成
16
年
度
の
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

（
仮
算
定
）
を
今
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
保
険
料
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ

を
防
ぐ
に
は
、
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

預
金
通
帳
と
印
鑑
を

持
っ
て
、
金
融
機
関
で

手
続
し
て
ね
。

お知らせ

介
護
保
険
に
は
、
40

歳
以
上
の
人
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
ま

す
。

第
1
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）の

場
合
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
や
口

座
振
替
、
納
付
書
で
市
に
納
め
ま
す
。

第
2
号
被
保
険
者（
40
〜
64
歳
）の

場
合
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険

（
社
会
保
険
や
国
民
健
康
保
険
な
ど
）

の
保
険
料
と
一
緒
に
、
医
療
保
険
者

に
納
め
ま
す
。 保

険
料
は
ど
ん
な

人
が
、
ど
う
や
っ

て
納
め
る
の
？

保険料

介
護
保
険
料
は
、

加
入
者
の
所
得
に
応

じ
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
第
1
号
被

保
険
者
の
保
険
料
は
、
所
得
額
に
応

じ
て
左
の
表
に
あ
る
1
〜
5
の
段
階

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご

と
に
定
め
ら
れ
た
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
ど
う
や

っ
て
決
ま
る
の
？

保険料
対象者

・生活保護の受給者　・老齢福祉年金
の受給者で、住民税世帯非課税の人

段階

・世帯全員が住民税非課税の人

・本人が住民税非課税の人

・本人が住民税課税であって、合計所
得が200万円未満の人

・本人が住民税課税であって、合計所
得が200万円以上の人

1

2

3

4

5

年額保険料

20,400円

30,600円

40,800円

51,000円

61,200円

※
な
お
、
保
険
料
は
3
年
ご
と
に
改

定
さ
れ
ま
す
（
次
の
改
定
は
平
成
18

年
度
で
す
）。

は
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で
納
付
し
ま

す
。
こ
れ
を
普
通
徴
収
と
い
い
ま
す
。

第
1
号
被
保
険
者

で
、
受
け
取
っ
て
い

る
老
齢
・
退
職
年
金
が

年
額
18
万
円
以
上
の

場
合
は
、
自
動
的
に
保
険
料
が
年
金

か
ら
天
引
き
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
や
、

年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
人
な
ど

第
1
号
被
保
険
者

の
保
険
料
の
納
め

方
は
？

保険料どの
方法
で納めるのかな？

蘆
年
金
か
ら
の

天
引
き

蘆
口
座
振
替

蘆
納
付
書

多彩なアートが待っています

総合芸術空間

新津市美術館
■と こ ろ 新潟県新津市蒲ケ沢　花と遺跡のふるさと公園内

■開館時間 午前10時～午後5時（入場は午後4時30分まで）

■休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）および年末年始

■問い合わせ 蕕0250－25－1301


